
はじめに

体育・スポーツ分野において三宅秀（1848－1938）
が注目された初期の例としては，明治16年注1）に行わ
れた「剣術柔術調査」注2）があげられよう。

彼は，東京大学注3）における近代医学教育に尽力す
るとともに各地で行われた講演会などを積極的に行
い，当時の日本人の健康および体育（身体教育）に対
し，その改善を指摘し説諭している。

彼のそれらの知見は衛生，服装，女子教育，武道，
海外のスポーツ事情など多岐にわたっている。

そこで本研究では，東京大学初代医学部長（1881－
1890）をつとめ，明治21年の学位令制定では日本初の
医学博士となるなど近代日本の医学教育の基礎づくり
に尽力した三宅が，当時の日本における体育（身体教
育），なかでも女子体育に医学的立場からどのような
考えを講演会で説諭していたかを明らかにすることを
目的とした。

なお，その手がかりはこれまでに体育・スポーツ史
研究分野では明らかにされていない三宅の「自筆講演
用メモ」注4）に残されている明治33年10月に行われた

「体育会女子部」での講演会からその考察を試みた。

本論

1．医学者としての先駆的知見
三宅秀は，日本の医学教育に関する法律，あるいは当

時草創の業にあった学校衛生の建設にはほとんど関わっ
ていたと言われるほどの医事行政の先覚者であった。

なかでも，現在残されている自身の著書や残された
自筆稿には学校教育における「衛生」に対する新しい
知見が示されており注目される。

彼の「衛生」に対する考えを大きく変えたひとつに，
衛生行政における先進国を視察した明治9年のフィラ
デルフィア万国医学会があげられよう。彼はこの医学

会において副会長に選出され，さらに万国医学会にお
ける日本最初の講演者となっている。

そこでの彼は，日本と先進国では「衛生」に対する
考え方に大きな違いがあることを知り，「日本では衛
生といへば一も二もなく病に罹らないよふにすること
と，病気を予防するということだけが衛生であるかの
よふに心得てゐて，其の他の災害で生命を損ずること
は衛生の中に入らないよふに思ってゐる。現に私共は
其時アメリカで見て来たそのことに感心して，何時で
も病気ばかりでなく，其の他の危険を皆防ぎ得るだけ
防ぐことに努めてゐる」8）と述べている。

そのため，帰国後の彼は日本における「衛生」の改
善に様々なかたちで尽力した。その一つが後の飲食物
及び薬品の取締，飲料水の供給，伝染病予防法，検疫
停船の方法，貧民救済，病者救護の設備，病院・療養所・
感化院・監獄等の取締法の実施につながったのである1）。

このように，先進国から｢衛生｣についての重要性
を先駆的に学んだ彼は自著『学校衛生講義』において，
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「人体が健康に生存して長らふることを務むるは衛生
学なり。又健康をさまたぐるは如何なる物ぞ，また如
何にせば其障碍を取り除くことを得べきか等を研究す
るは，一汎衛生学の目的なり」10）と著しその重要性
を強調している。

さらに，「衛生」の最終目的を『家事衛生』の中の「慈
善及救済」において「衛生の最終目的は，身体を健康
にするのであるが，何事業を為すにも身体の強健と云
うことが基礎になるのである」12）と著し，常に身体
を強健に保つことの必要性を「衛生」の視野から指摘
した。

そのため，彼は「衛生」と最も親密なるものとして
「体操」注5）を掲げ，「運動は全身諸官能を壮盛させる
ものとして教課中必修の一目と為す」14）とした。

以上のように，「衛生」の重要性を先進国から先駆
的に学んだ三宅は身体活動の重要性を「衛生」という
視野から指摘し推奨した。

そのような彼は，「体操」が教育上如何なる位置に
あるかについて，「唯智育・徳育と云う方にばかり傾
いて行って，運動の不足をすると其為身体が弱くなっ
て，所謂文弱と云うことに陥って仕舞う。そこで今日
の教育は智育・徳育・体育の三つを適宜に配当して，
身体の薄弱でないように力めて行くのである。」13）と
述べ，医学者として「体操」を極めて大切なる学科の
一つとして進言している。

しかしながら，当時の「体操」に対する人々の考え
方は医学者である彼を納得させるほどではなく，「平
等に身体の各部を発育せしむるにありとし，骨格大き
く筋肉太く逞しくなるを以て，体操術の結果なりとす
るは未だ着眼の度低きものなり」11）と言わせるほど
であった。

しかし，その一方で彼は積極的に海外から様々な情
報をいち早く集め，その研究や紹介を行い国民の健康
改善のために努めている。彼によるそれらの新しい知
見は自著等でも紹介されており，明治17年に出版さ
れた『治療通論・中巻』15）ではスウェーデン体操を
医学者として日本に初めて紹介していることにも見る
ことができる16）・注6）。

2．三宅秀の略歴
以下に示すは，筆者がこれまでに収集した三宅の史

料の中に残されていた「履歴書」注7）である。
ここでは，三宅の全体像を知るためにその全文を記

すこととする。なお，この「履歴書」の全文はこれま
でに体育・スポーツ史研究分野では明らかにされてい
ない。（原文縦書）

医科大学教授兼医科大学長従五位勲四等三宅秀
東京府士族旧金澤藩三宅復一

嘉永元年戌甲十一月十七日武洲本所緑町ニ於テ生

年号　　　　月日 学業 官職 賞罰等 当該官衛等
安政元寅甲　五月 読書習字ヲ始ム
同五年　　　三月 杉竹外氏ニ就キ漢籍ヲ学ヒ
 川島元成氏ニ就キ蘭書単語
 会話及ヒ文典ヲ学フ
万延元年　　九月 高島秋帆氏ノ家塾ニ入リ漢
 籍習字ヲ学ヒ同家ニテ高島
 晴城高島太郎氏ニ就キ英語
 算術ヲ学ヒ且細川潤次郎氏
 ニ就キ蘭書ニテ歴史究理書
 及ヒ舎密書ヲ学フ此間刑屍
 ニ就キ解剖執刀ヲ為ス 数
 回
文久二年　　正月 手塚律蔵ノ家塾ニ入リ英書
 文典究理書等ヲ学フ七月ニ
 麻疹ヲ患ヒ為ニ退塾ス
文久三年 自宅ニ於テ英書及訳書ニ就
 キ解剖生理薬剤及内科学ヲ
 自修シ且ツ父ニ従ヒ実地調
 剤及ヒ診療ニ従事ス十二月
 佛蘭西国ヘ航ス
元治元年　　七月 佛国ヨリ帰朝シ自宅ニ於テ
 前年ニ同シキ学課ヲ履修ス
慶応元年　　三月 横浜ニ至リ英学校ニ入リ英
 学数学物理学ヲ学ヒ傍ラ米
 医「ヘボン」英医「ウール」
 ノ外来患者診療所ニ通学シ
 五月以降米国海軍々医「ド
 クトル，ウエッドル」氏ノ
 家塾ニ入リ動物学解剖学内
 科学外科学眼科学ノ教授ヲ
 受ケ病屍解剖ノ助手ヲ為シ
 又調剤代診等ヲ勤ム同家ニ
 止ル 三年間ナリ
慶応三年　　九月 加洲金澤壮楢舘藩訳方ヲ被
 命英書ノ反訳ニ従事ス　

金澤藩
明治元年　　九月  英学三等教師ヲ被命金澤致

遠舘ニ於テ英学及ヒ算術ヲ
教授ス

明治二年　　十一月  権少属ニ被任英学教師ヲ被
命十二月ヨリ能洲七尾ニ於
テ英人「オズボン」ヨリ佛
語ヲ学フ

明治三年　　三月 大学出仕申付候事
大学別当

明治三年　　三月  金澤藩官嵜三■隊附属医師
ヲ被命

金澤藩
明治三年　　三月  大学出仕拝命以来物理学化
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学ノ講義ヲ分擔ス
明治三年　　閏十月 任大学中助教

大学
明治四年　　七月 文部省出仕被仰付候事

　　　　　　　　　　　太政官
仝年　　　　仝月  教師ミュルレル，ホフマン，

シュルツェ，ウエルニヒ四
氏ノ講義ヲ訳解スル

 内科学　　全課　　　二回
 外科学　　　　　　　一回
 皮膚病楳毒学　　　　一回
 婦人科産科学　全課　二回
 薬物学　　　仝　　　一回
 眼科学　　　仝　　　三回
 内科診断学　仝　　　三回
  右ノ外内外科眼科産婦人科

等ノ臨床講義ヲ口訳シ旁ラ
実習セリ又公務ノ余暇ヲ以
テ「ミュルレル」氏ニ独乙
学ヲ「フンク」氏ニ羅甸学
ヲ学フ又賀川氏ノ産論ヲ独
乙文ニ訳シ海外ヘ送ル

明治四年　　八月十九日 任文部大助教　　　　
文部省

同年　　　　九月廿五日 免本官　　　　　　
文部省

同年　　　　九月廿七日 任文部大助教　　　
文部省

明治五年　　正月十一日  東校教場兼病院掛被仰付候
事

文部省
同年　　　　四月廿七日 任文部少教授　　　

太政官
同年　　　　四月十五日 叙正七位　　　　　

太政官
同年　　　　九月十四日 文部省七等出仕被仰付候事

太政官
同年　　　　十月八日 文部省六等出仕被仰付候事

太政官
明治七年　　六月廿四日  宮内省御用掛兼勤被仰付候

事
太政官

同年　　　　十月二日  東京医学校長心得被仰付候
事

文部省
同年　　　　十二月廿八日 任三等教授

太政官
同年　　　　同月同日 一箇月金百八拾円相渡候事

文部省
明治八年　　二月八日 一箇月金貳百円相渡候事

文部省
同年　　　　五月十四日  今般文部省官等表中教員等

表太政官第八拾四号布告ヲ
以テ被廃候ニ付テハ追テ相
達候迄従前之通可相勤事

文部省
同年　　　　六月九日 補文部省五等出仕

太政官
同年　　　　六月十一日  依願東京医学校長心得被免

候事
文部省

同年　　　　十二月七日 宮内省御用掛兼勤被免候事
太政官

明治九年　　三月十二日 依願免出仕
太政官

同年　　　　三月十三日  雇申付一箇月金貳百円相渡
候事

東京医学校
明治九年　　三月廿二日  内務省御用掛兼務申付月俸

三拾円給与候事
 但取扱准判任候事

内務省
同年　　　　同月同日 衛生局事務取扱申付候事

内務省
同年　　　　同月廿九日  奉職満五年以上ニ付為其賞

金五百円下賜候事
文部省

同年　　　　六月一日  月俸名義ヲ改為手当壹ケ月
金三拾円給与候事

内務省
同年　　　　同年

ママ

廿六日 東京医学校三等教授ノ任
 ヲ嘱シ一箇月金貳百円交付
 候事

文部省
同年　　　　七月五日  内務大丞長与専斎米国費拉

特費府出張被仰付候ニ付随
行申付候事

同年　　　　同月十日 取扱准奏任候事
内務省

明治九年　　七月  米国ヘ出張ヲ被命費府ニテ
開設ノ万国医学会ノ副会長
ニ被撰

明治十年　　一月  病理学及診断学ノ教授ヲ負
擔ス

同年　　　　四月十四日  東京大学医学部三等教授ノ
任ヲ嘱シ一箇月金貳百円交
付候事

文部省
同年　　　　五月十二日  御用有之西京表ヘ出張可致

事

―60―



頼住 一昭

文部省
同年　　　　八月三十日  東京大学医学部教授ノ任ヲ

嘱シ一ヶ月金貳百円交付候
事

文部省
同年　　　　十月十五日  月給減額ノ儀悃忱ノ願意ニ

応シ当分金三拾円減額候事
文部省

同年　　　　同月十六日 金百貳拾円
  頭書之通学校ヘ寄付致シ候

段竒特之儀ニ付為其賞銀盃
壹個下賜候事

東京府廳
明治十一年　三月二日 医術開業免状ヲ受領ス
明治十一年　四月廿四日  過般依願月給減額候■今後

全額交付候事
文部省

同年　　　　六月五日  脚気病院設立ニ付委員被仰
付候事

太政官
同年　　　　七月八日 脚気病院審査専務申付候事

内務省
同年　　　　同月廿六日  悪性伝染病予防規則取調委

員被仰付候事
太政官

明治十二年　二月 病体剖観示要ヲ纂著ス
同年　　　　七月十七日  中央衛生会議委員被仰付候

事
太政官

明治十三年　三月廿四日  為手当金三拾円給与候■貳
拾円増加候事

内務省
同年　　　　三月 病理総論ヲ著ス
同年　　　　八月三日  御用有之長野岐阜両県巡回

申付候事
内務省

明治十四年 病理各論ヲ著ス
明治十四年　一月十四日  日本薬局方編纂委員被仰付

候事
太政官

同年　　　　七月十四日  任東京大学教授兼東京大学
医学部長

太政官
同年　　　　同月同日 年俸貳千四百円下賜候事

太政官
同年　　　　同月十二日  東京大学医学部勤務被仰付

候事
文部省

同年　　　　八月三十一日 諮詢総会ノ会員ニ選挙候事
東京大学

同年　　　　九月廿四日 叙正六位
太政官

同年　　　　十一月廿二日  東京大学図書館規則取調委
員ヲ嘱シ候事

東京大学
同年　　　　十二月十二日 自今年俸三千円下賜候事

太政官
明治十五年 治療通論ヲ著ス
同年　　　　一月十八日  依願内務省御用掛兼務被免

候事
太政官

同年　　　　三月七日 叙従五位
太政官

同年　　　　四月廿一日  明治十一年三月ヨリ同十四
年十二月ニテ東京府下江東
小学校資トシテ金五拾円差
出候ニ付為其賞木盃壹個下
賜候事

太政官
同年　　　　六月十六日  当分東京大学予備門事務兼

務被仰付候事
文部省

同年　　　　同月十七日 叙勲五等賜双光旭日章
太政官

内閣
明治十六年　一月廿五日  御用有之横浜表ヘ出張可有

之候事
東京大学

同年　　　　二月二日  学位試問規則取調委員ヲ嘱
シ候事

東京大学
同年　　　　十月六日  剣術柔術ヲ体操之一科ニ加

フル事ノ利害得失協議ノ為
メ体操伝習所ヘ出張可致候
事

東京大学
明治十七年　二月廿二日  学藝志林改良方法取調委員

ヲ嘱シ候事
東京大学

同年　　　　同月廿三日  医学部試業規則取調委員ヲ
嘱シ候事

東京大学
同年　　　　三月四日  学藝志林編輯事務委員可相

勤候事
東京大学

明治十七年　四月八日  教授講談之細則取調委員可
相勤候事

東京大学
同年　　　　九月十二日  体格試験方法取調委員可相

勤候事
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東京大学
同年　　　　十一月四日  華族相馬誠胤儀精神病真否

鑑定之為メ東京府癲狂院ヘ
出張右診断可致候事

東京大学
明治十八年　一月廿三日  千葉県々立医学校ヘ出張被

仰付候事
文部省
同年　　　　四月十二日  脚気病審査委員長可相勤候

事
東京大学

同年　　　　十月廿九日  構内清潔法取締長可相心得
事

東京大学
同年　　　　十一月四日  学生々徒体格検査委員長可

相心得事
東京大学

同年　　　　同月十一日  洋文雑誌各種豫定委員可相
勤候事

東京大学
同年　　　　十二月三日  東京大学豫備門事務兼勤被

免候事
文部省

同年　　　　同月五日  今般学術研究ノ為メ帯官ノ
儘私費ヲ以テ欧洲ヘ出張候
ニ付テハ右出張中医学教育

ニ学校衛生ノ儀取調可致
候事

  　但本文取調手当トシテ金
千円交付候事

文部省
明治十八年　十二月十五日  学士会院ノ会員ニ撰挙セラ

ル
明治十八年　十二月廿八日 日本薬局方編纂委員被免

内閣
同年  病理学ノ他ニ裁判医学ノ講

義ヲ分擔ス
同年  医学教育法取調ノ為欧洲ヘ

航ス
明治十九年　三月一日  任医科大学教授兼医科大学

長
内閣

同年　　　　四月十日 叙奏任官八等
内閣

同年　　　　同月同日 上級俸下賜
文部省

同年　　　　五月六日 帝国大学評議官ヲ命ス
文部省

明治二十年　三月二日 帰朝
同年　　　　同月廿九日 脚気病審査委員長ヲ命ス

帝国大学
同年　　　　六月一日 医学校取調委員ヲ命ス

文部省
同年　　　　九月十七日 帝国大学衛生委員長ヲ命ス

帝国大学
明治二十年  三月欧洲ヨリ帰朝後ハ医史

及裁判医学ノ教授ヲ分擔ス
仝年　　　　十一月十一日 千葉県ヘ出張ヲ命ス

文部省
仝年　　　　十一月廿二日 叙勲四等賜旭日小綬章

内閣

以下は，上記の「履歴書」では省略されている三宅
のその他の主な履歴を筆者がまとめたものである。

明治20年9月 帝国大学衛生委員長に任ぜられる。
帝国大学

明治21年5月  明治20年勅令第十三号学位令第三
条に依り日本で初めての医学博士と
なる。

内閣
明治23年11月 医術開業試験の委員長に任ぜられる。

内閣
明治24年4月  貴族院令第一条四項に依り学者とし

て初の貴族院議員に勅選される。
内閣

明治29年6月  学校衛生顧問会議の議長に任ぜられ
る。

文部省
明治36年3月  東京帝国大学退官。帝国大学令第

十三条に依り勅旨を以て東京帝国大
学名誉教授の称号を受ける。

内閣
大正5年1月 勲二等瑞宝章受章。　　　　　

賞勲局
昭和13年3月 勲一等瑞宝章受章。

賞勲局総裁

3．「体育会女子部」について
三宅の「自筆講演用メモ」によると「体育会女子部」

なる講演会は，メモの末尾に「明治三十三年十月六日
体育会女子部ニテ」と記されている。このことから講
演会の年月日と開催場所が明らかにされている。

しかしながら，彼のメモには「体育会女子部」が如
何なる組織なのか，また，誰からの依頼により講演を
行ったかなどその詳細は明らかにされていない。

そこで，先ず「体育会女子部」についてであるが，
明治33年10月時点で存在する「体育会女子部」はお
そらく現日本体育大学の前身である「日本体育会体操
学校」ではないかと思われる。
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「日本体育会体操学校」とは，「体操練習場」が明治
33年5月1日に名称が改められると同時に文部省普通学
務局管轄の「各種学校」として設置されたものである。

その後，明治35年12月17日，日本体育会は文部大臣
宛に日本体育会体操学校女子部の設置願を提出，翌明
治36年1月12日にその認可を受け，同年4月に開校する。
ここに女子体操教員の養成が始まるとされている2）。

学校法人日本体育会発行『学校法人日本体育会百年
史』における第二章「日本体育会体操学校への改組と
体操教員養成の本格化」の第五節「日本体育会体操学
校女子部の開設とその消長」によると，「（前略）右の
設立当初からの理念に基づいて設置されたのが “女子
部”（女子遊戯部，女子遊戯講習会）であった。明治
三十二年五月，模範体操場に女子のための運動クラブ
を設置したのである。女子に適する運動の機会を提供
することによって健康で丈夫な身体をつくり，将来の
出産にそなえてもらおうというわけである」3）と記さ
れている。（下線筆者付）

以上のことから，「女子部」の設立は「体操練習場」
において誕生していることがわかる。

したがって，三宅が行った講演日，すなわち明治
33年10月時点での「体育会女子部」とは，体操練習
場から名称変更された日本体育会体操学校における

「女子部」ではないかと思われる注8）。
次に，日本体育会と三宅との関係であるが，日本体

育会から発行された『学校法人日本体育会　日本体育
大学八十年史』において両者は深いつながりがあるこ
とが明らかにされている。

同著によると，三宅は明治35年当時の日本体育会
役員名簿に常議員として名前が記されている。その後
も明治37年11月改選による常議員一覧，大正8年5月，
大正15年，昭和7年末改選のすべてにおいて「医学博
士三宅秀」注9）の名のもと常議員として選出され役員
となっており，同校との関わりが非常に深い4）。

さらに，『八十年史』によると当時の「講演会」開
催の始まりに関する説明が次のように記されている。
「運動会が体育奨励を “身体的” に行なうのに対し，
“聴覚的” に体育推奨を演じたのが講演会・幻燈会

である。むしろ運動会が年一回だけだったのに対し，
講演会・幻燈会はしばしば開催され，本会事業中重要
な意味をもっていた。講演会がはじまったのは明治
二十六年五月である」5）。（下線筆者付）

ところで，当時の日本体育会では「講演会」の他に
「講習会」も開催されている。『八十年史』によると「夏
期講習会の最初が何時であるか不明である。しかし，
明治三十二年，三十三年には，たしかに牛が淵構内で
夏期講習会が開催されていた。（中略）その講師は，
主に体操学校教員があたり，陸軍外山学校などからも
若干参加した」6）（下線筆者付）とある。

また，現在確認できる最も早い時期のものとして，

明治36年当時の夏期講習会募集広告によると医学分
野に関係する「生理及体操原理」の講師は川瀬元九郎

（1871－1945）が担当者となっている7）。
このことからも，当時の「講習会」は体操学校教員

が担当していたことがわかる。
したがって，医学者であった三宅が行った明治33

年10月における「体育会女子部」での「講演会」とは，
日本体育会における「事業」としての一環から行われ
た「講演会」の可能性が考えられよう。

4．講演内容について
三宅が「体育会女子部」で行った講演会の内容は彼

が用いた「自筆講演用メモ」から明らかとなる。　
以下，その全文を掲げる。（原文縦書）

文明ノ利器ハ吾人ノ神身ヲ削耗セシム」野蛮ノ慣習ハ
神身ヲ強壮ナラシム目前台湾ノ蛮民ノ例アリ」
世界ノ趨勢ハ蛮風ヲ固執シ能ハサラシム」萃美傲奢ハ
神身ノ軟弱ヲ招ク故ニ男子ニ對シテハ徃事ノ武士教育
極メテ適スヘシ女子ニハ柔術，長刀，乗馬，水練ノ如
キ武技ハ直ニ應用シ難カラン故ニ遊戯ニ由ルヘシ」
獨乙国教員會ニテ国民ノ健康情態退歩ノ証左トシテ
四ヶ条ヲ上ク㊀。徴兵合格者ノ減少。㊁結核病ノ蔓延。
㊂酒精濫用ノ弊害。㊃精神系病ノ増多是ナリ故ニ体育
ヲ盛々シテ健康増進ヲ謀ルヘシト云フ」
此會ノ決議ニ由レハ体操ヲ女児ニマテ正課ト為サシメ
ントス」抑体操ヲ小学ニ入ル﹅ハ五体ノ発育ヲ均一ナ
ラシムル為メノミニアラス。学校ニテ静坐シ。脳ヲ使
ヒ。強制的ニ坐セシメラレタル体ノ自由ヲ得セシムル
ニアリ。故ニ強キ体操ヲ為サ﹅ルモ戸外遊戯ニテモ之
ヲ代用スルヲ得ルナリ」現ニ英国ノ如キハ遊戯ヲ専ト
シ。体操ヲ次ニス。又学校ノ体操時ハ毎日二回ニ分ケ。
僅カニ数分時ツゝ之ヲ課シ。一週唯一回ハ二十分時ノ
長キヲ課ス。故ニ一週間ノ課業数間数ハ乏シキモ体育
ニハ極メテ利アリ」英国ハ家庭ニテモ男女折混シテ遊
戯ヲ為スタメ運動場ヲ庭前ニ備フ。又公共的運動場。

 
「自筆講演用メモ」の一部（個人蔵）
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散歩場ノ設ケアリ」又英国ハ婦女自ラ運動セサルモ短
艇競艚，運動會場ヘ出場シテ競技者ノ精励ヲ促スヲ力
ム。是レ間接ノ体育奨励ナリ
女子ノ体育ハ自ラ男子ト異ラサルヘカラス。白耳義「ア
ンウユル」ニテ十ヶ月間，十二才ヨリ十六才ノ男女，
五千七百四十七人ニ就キ，毎月十五日午後二時十五分
頃ニ握力ヲ測定セリ。其間ニ男児ハ進歩現著ナルモ。
女子ハ著ニ■ラス。
然レトモ右ト左トノ強弱ノ差男ハ十ニ付八.八九。女
ハ八.九二ナリ。故ニ左右均一ニ近シト。左右ノ均一
ヲ失フハ文明ノ結果ナリトテ歎スル人アリ」果シテ此
事実アラハ本邦ニテハ早ク注意シテ可成均一ナラシメ
ン ヲ欲ス。女子ワ手先キノ細工ニ功ニナルハ或ハ之
ニ由ルナラン■」体ノ発生ヲ均一ナラ〆ン為ニ体操ヲ
為サシムルハ学令児ニハ今ヨリ実行セラルへシト雖成
人ノ女子ニハ行ハレ難シ」往時体育ノ必要ヲ感セサリ
シ時代ニハ自ラ洒掃。進退ノ運動アリ又家屋ノ構造，
異レルト花見。遊山。汐干狩。紅葉狩。神社佛閣ノ参詣。
等外出ヲ促ス アリ。高貴ノ婦女ニハ奥庭ノ散歩アリ
テ欠乏ヲ補ヒシナラン。然レトモ静坐ヲ貴ヒ。活溌ナ
ラサルヲ女ラシトシ。優カナリト尚ヒ。之カ為ニ脊椎
ノ弯曲。貧血。等ヲ致スモ之ヲ以テ当然ノ トナシ。
決断力ニ乏シキヲ以テ女々布ト云ハルゝモ散ヲ疑リ容
シス。
身体労力ニ堪ヘ。精神活溌ニ乄後始メテ美貎ヲ致ス。
家内ニテ充分ニ働キ。又戸外ノ歩行ヲ致ストキハ別ニ
体操遊戯ヲ為スニモ及フ■シ。吾邦ノ衣食ハ体育ニ適
セスト罪ヲ衣食住ニ帰スルハ行ハレ難キヲ欲スルナ
リ。虚飾ヲ去リ冝シク労働ヲ務ムレハ可ナリト思フ。
女子ノ体育完全ナルハ国民ノ強壮ヲ証明ス

三十三年十月六日体育会女子部ニテ

以上のことから，日本医学界最高首脳陣のひとりで
あった三宅による講演は，当時の国内における諸問題
を指摘するにとどまらず，台湾，獨乙，英国といった
海外を例に取り上げ，日本と比較するなどして，その
改善を指摘している。

さらに，身体の「均一」の重要性については，握力
を例にとり，医学的見地から具体的数値も示しながら，

「左右ノ均一ヲ失フハ文明ノ結果ナリトテ歎スル人ア
リ」果シテ此事実アラハ本邦ニテハ早ク注意シテ可成
均一ナラシメン ヲ欲ス。」と指摘し，当時の日本に
おける女子の身体教育の改善がいかに重要であるかを
説諭している。

また，「武技」と女子体育については，「神身ノ軟弱
ヲ招ク故ニ男子ニ対シテハ徃事ノ武士教育極メテ適ス
ヘシ女子ニハ柔術，長刀，乗馬，水練ノ如キ武技ハ直
ニ応用シ難カラン故ニ遊戯ニ由ルヘシ」との考えを述
べている。

この点については，明治16年に行われた「剣術柔

術調査」に関連し，その後における「学校衛生顧問会
議」17）の答申と考え合わせると非常に興味深い。

なぜなら，明治29年5月8日，勅令第185号をもっ
て発足した「学校衛生顧問会議」は，明治29年7月，「撃
剣および柔術の衛生上の利害得失について」の調査を
この会議に引き続き諮問したものであり，この会議の
答申は，「撃剣柔術ハ躰操術トシテ之ヲ課スルヲ得ズ。
然レドモ，一ノ遊戯トシテ満十五年以上ノ生徒ニ之ヲ
採用スルコトヲ得」18）とし正科採用はまたしても見
送られたのである。さらに，この会議で三宅は議長に
選出されている。

以上を踏まえ，講演の最後に記されている「女子ノ
体育完全ナルハ国民ノ強壮ヲ証明ス」という医学者か
らの指摘は，その後の女子体育の普及と発展に少なか
らず影響を与えたといえよう。

おわりに

医学者・三宅秀は，医学界における重鎮でありなが
らその活躍ぶりは医学だけの範疇に止まらず学校体
育，なかでも女子体育の分野にもその影響をもたらし
ていたといえよう。

彼の「自筆講演用メモ」には，「体育会女子部」の
ほかにも淑徳女学校，日本女子教育会，女子学士師範
学校，学習院女子部，私立婦人衛生会，日本女子大学
始業式，女子柔術学校卒業式で行った自筆講演用メモ
が残されている。

このことからも，彼は明治期から大正期において近
代医学教育の普及と発展のみならず，女子教育（体育）
の普及・発展にも尽力していたことがわかる。

しかしながら，世界の情報を先駆的に取り入れる三
宅であったが，その考え方は単に新しいものへ突き進
む一方的な欧化主義的輸入者ではなく，常にその事態
の推移を冷静に見つめ，そして行動する人物であった
といえる。

例えば，それは「衛生」における彼の考え方から読
み取ることができる。「衛生といふことは衛生学と云
う学問が先きにあって後に出来たものではなく，人類
社会の長い貴い経験から生み出されたことが多い，故
に衛生の真髄は決して新しいことばかりではないので
ある」9）。

したがって，このような先見性のある洞察力は当然，
当時の女子体育の考え方にも影響を与えたものと考え
られよう。

それゆえに，三宅が行った講演活動は明治以降の日
本の近代化にともなう女子体育の普及と発展，さらに
は，広い意味での国民の身体の形成過程において少な
からず影響を与えたと考えられ，当時の体育指導者な
らびに外国人指導者同様に再評価されるべきであろう。
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注
注1）本稿で用いる年号は，引用文献の多くが和暦で

記されているため，人名の「生没」，および「注
及び引用・参考文献」欄の出版年を除き和暦を使
用することとした。なお，和暦における年月記述
については，引用箇所を除きすべてアラビア数字
に統一した。

注2）明治16年5月5日，日本の剣術・柔術が学校教育
の教材として採用できるか否を文部省がはじめて
具体的に問題としたものであり，「文部省が体操
伝習所に諮問するとともに東京大学医学部長・三
宅 秀，同じく医 学 部 教 師・E.ベルツ（Erwin 
Bälz.1849－1913），J.スクリバ（Julius Scriba.1848
－1905）の医学者三名を招くとともに，剣術・柔
術の流儀伝習に従事する者に一流あたり拾円交付
しその流派教授の　順序勢法等を討問演習させる
などした」ものである。

 　この答申は，翌明治17年10月13日に復申され
「武術の正科採用は不適当」と結論付けられた。
その後，剣術・柔術が学校教育における体操科に
加えられるようになるのは明治44年7月31日の
中学校令施行規則改正以後のこととなる。

 ・ 文部省（1883），文部省處務概旨，文部省第
十一年報附録，pp.17－19，p.920。

 ・ 文部省（1883），体操伝習所，文部省第十一年報，
p.28。

 ・文部省（1883），明治16年文部省事務報告書。
 ・文部省（1887），文部省沿革略記，p.59。
 ・ 文部省（1884），處務ノ部，文部省第十二年報，

p.5。
 ・ 文部省（1884），体操伝習所年報，文部省第

十二年報附録，p.582。
注3）現在の東京大学はこれまでに何度か改名されて

いる。そのため，ここでは「東京大学」に統一した。
注4）ここでいう「自筆講演用メモ」とは，三宅が講

演会を行う際に持っていた自筆のメモであり，彼
はこのメモを持ち，読み上げていたという。

 　本稿で用いる「自筆講演用メモ」は，縦書き，
計2枚，万年筆でしたためられている。

注5）明治期において今日の「体育」に相当する教科
名は「体操」であった。しかし，三宅の著書や講
演用メモには，この「体操」を形式体操や軽体操
など狭義の活動内容を表す場合にも用いている。

 　したがって，本文中における「体操」は今日の
教科としての「体育」として用いているのか，あ
るいは狭義のそれを意味するかは，文脈の中で判
断しなければならない。

注6） 日本における最初のスウェーデン体操の紹介に
ついては今後の課題である。しかしながら，文久
二年に竹内下野守保徳を正使としてヨーロッパに

派遣された使節団が同年7月26日にスウェーデン
体操を見学したとされる記録が以下のとおり紹介
されている。

 　「日本の医師たちは，衛生顧問官ベーレント博
士の体育・整形外科研究所，衛生顧問官オイレン
ブルクのスウェーデン保健体操・整形外科研究所，
盲人・聾唖者施設およびシモン薬局を訪問した。
“医学中央新聞” の記事によれば，ベーレント博
士の体育・整形外科研究所では，博士は，日本の
医師たちに，彼が使用している外科・整形外科の
医療器具・包帯のすべてを説明し，彼が導入した
治療・手術の方法を石膏模型や写真を見せながら
教え，体育室では保健体操を実演した。」

 　以上のことから，日本におけるスウェーデン体
操の初めての紹介は彼らが帰国後に紹介していた
とも考えられ，これまで報告されてきた時期より
もかなり早い可能性もある。

 ・ 鈴木健夫他（2005），ヨーロッパ人の見た文久
使節団-イギリス・ドイツ・ロシア-，早稲田大
学出版部，p.85。

注7） 個人蔵。毛筆で記されている。用紙は和紙。横
A4サイズ。用紙の中央には「履歴用紙」，下段に
は「文部省」と印字されている。

注8）女子体育教員養成機関に関しては以下に詳しい。
 越智久美子（2019），可児徳　日本の体育・スポー

ツのはじまりに関わった教育者，風媒社。
注9） 明治35年当時の「日本体育会役員人名」による

と常議員全36名中，医学博士・片山国嘉，医学
博士・高木兼寛，理学博士・長井長義，医学博士・
三宅秀，文学博士・三宅雄二郎の5名が博士とし
て役員に選出されている。

 ・ 学校法人日本体育会　日本体育大学八十年史編
纂委員会（1973），学校法人日本体育会　日本
体育大学八十年史，学校法人日本体育会，p.220。

引用・参考文献
1） 富士川游（1938），三宅秀先生小傳，中外医事新報，

第125号，pp.1-2。
2） 学校法人日本体育会百年史編纂委員会（1991），

学校法人日本体育会百年史，学校法人日本体育会，
p.848。

3） 上掲書，p.848。
4） 学校法人日本体育会　日本体育大学八十年史編纂

委員会（1973），学校法人日本体育会　日本体育
大学八十年史，学校法人日本体育会，p.220，p.423，
p.538，p.548，p.610。

5） 上掲書，p.124。
6） 学校法人日本体育会　日本体育大学八十年史編纂

委員会，前掲書4），pp.401-402。
7） 学校法人日本体育会　日本体育大学八十年史編纂
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委員会，前掲書4），p.403。
8） 三宅秀（1929），衛生長寿法，富山房，p.160。
9） 上掲書，pp.7-8。
10） 三宅秀，学校衛生講義，p.1，非売品（出版社，

発行年月日など不詳）。
11） 上掲書，p.47。
12） 三宅秀，家事衛生，（出版社ならびに発行年など

不詳），p.113。
13） 上掲書，p.171。
14） 三宅秀，自筆原稿，年月日不詳，個人蔵。
15） 三宅秀（1884），治療通論・中巻，好文堂。
16） 頼住一昭（1997），三宅秀の紹介によるリングの

体操について，平成9年度東海体育学会第45回大
会抄録集，p.9。

17） 頼住一昭（2008），「学校衛生顧問会議」の会議運
営について-残された三宅秀の『日記』を手がか
りとして-，名古屋音楽大学研究紀要，第25号，
pp．17-27。

18） （1896），教育時論，第416号，p.24。

（2020年 8 月 3 日受理）
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